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環境行政全般第１節

（１）環境保全・創出の推進体制
　ア　環境部の組織　（R７．４．１）

環境行政全般第１節

中央環境管理事務所

西部環境管理事務所

東松山環境管理事務所

秩父環境管理事務所

北部環境管理事務所

越谷環境管理事務所

東部環境管理事務所

環境科学国際センター

環 境 整 備 セ ン タ ー

環　境　部

環 境 政 策 課

調整担当／総務経理担当／職員担当／企画調整・環境影響評価担当

温 暖 化 対 策 課

総務・エコライフ推進担当／実行計画担当／計画制度・排出量取引担当

大 気 環 境 課

総務・自動車対策担当／企画・監視担当／規制・化学物質担当

水 環 境 課

総務・騒音・悪臭担当／浄化槽・豊かな川づくり担当／水環境担当／土壌・地盤環境担当

産業廃棄物指導課

総務・PCB指導担当／監視・指導・撤去担当／審査担当／収集運搬業担当

資源循環推進課

企画調整・一般廃棄物担当／資源循環工場・循環型社会推進担当／サーキュラーエコノミー担当

み ど り 自 然 課

ネイチャーポジティブ推進担当／みどり創出・担い手支援担当／自然ふれあい担当／野生生物担当

エネルギー環境課

エネルギー企画担当／住宅等省エネルギー推進担当／創エネルギー推進担当
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　イ　環境保全対策予算（環境費） （単位：千円）

項　　目 令和７年度当初予算 令和６年度当初予算
環 境 総 務 費 ３,９３２,０４７ ３,７６７,７１８
環 境 保 全 推 進 費 １,９６７,１９２ ２,２６８,４２７
自 然 保 護 対 策 費 １,７６２,１０７ １,７２８,２５５
公 害 対 策 費 １,０３８,１３６ ９５３,６９７
廃 棄 物 対 策 費 １,６９０,９０９ １,２４２,６０２
合 計（ 環 境 費 ） １０,３９０,３９１ ９,９６０,６９９

［環境管理事務所について］
　地域における環境保全対策は、地域の自然特性、環境の状況、社会経済の動向、地域住民の要求等に対応して総合的に講じる必要があります。埼玉県では、地域
の環境問題を総合的に把握し、きめ細かい環境行政を推進するため、県内７か所に環境管理事務所を設置しています。

（工場・事業場への立入検査）
　大気汚染や水質汚濁を防止するため、工場や事業場に焼却炉などの施設を設置
する場合、事前の届出により、審査しています。
　設置した施設に、立入検査を行い、排出ガスや排出水の自主測定結果を確認し
ています。
　また、定期的に排出ガスや排出水を県が測定し、排出基準を超えた場合には、
勧告や改善命令などの措置を行っています。
（浄化槽＊関係）
　住宅その他建築物に浄化槽を設置する場合、事前の届出により、審査しています。
　また、浄化槽相談員を置き、浄化槽の適正な維持管理を指導しています。
（異常水質事故）
　公共用水域＊において油の流出、魚類の浮上・へい死などが発生した場合、河

川管理者などと連携して発生源の特定や被害の拡散防止などを行っています。
（土壌・地下水関係）
　工場又は事業場の施設を廃止した場合や大規模な土地改変を行う場合に、土地
の所有者等に土壌汚染状況を確認させ、汚染されていた場合には、土壌や地下水
の汚染の除去等の措置を指導しています。
　また、地盤沈下を防止するため、地下水の採取に関する規制を行っています。
（化学物質関係）
　化学物質による人や環境への影響を軽減させるため、県生活環境保全条例に基
づき、事業者から化学物質を適正に管理するための手順書や環境負荷低減主任者
の届出等を受理するほか、事業所への立入検査を実施しています。

大気・水質関係

　ディーゼル車の運行規制等による排出ガス対策、低燃費車の導入やエコドラ
イブ等によるCO２削減対策を推進するため、運行車両の検査やビデオ調査等を
行うほか、事業者が提出する自動車使用管理計画、自動車地球温暖化対策計画
の受理等を行っています。

自動車対策関係

　一般廃棄物＊については、市町村等の一般廃棄物処理施設などに立入検査を
行っています。また、産業廃棄物＊については、産業廃棄物処理施設や家屋解
体現場、ＰＣＢ廃棄物＊保管事業所に対して重点的に立入検査を実施していま
す。さらに、悪質な不法投棄、不適正な処理が後を絶たないため、監視パトロ
ールを強化しています。
　また、土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する業務、並びに再資源化のた
めに取引される金属及びプラスチック類の屋外での保管に対する規制業務を行
っています。

廃棄物＊・残土関係

浄化槽
ハイライト表示
し尿・生活雑排水（炊事、洗濯、入浴等の排水）を沈殿分離や微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒し、公共用水域等へ放流する施設をいう。し尿のみを処理する施設を単独処理浄化槽、し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設を合併処理浄化槽という。なお、法令上の用語としては、浄化槽とは合併処理浄化槽のみを指す。

公共用水域
ハイライト表示
河川や湖沼、港湾など公共の用に供される水域とこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路など公共の用に供される水路のこと。
ただし、公共下水道及び流域下水道で終末処理場を設置しているもの、その流域下水道に接続する公共下水道は除く。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

PCB廃棄物
ハイライト表示
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物。PCBは、変圧器やコンデンサー等の絶縁油として使用されていたが、有害性が判明したため、製造や輸入、新たな使用が禁止されており、令和9年（2027年）3月末までの処分が義務付けられている。
なお、期限内処分を実行するため、県・政令市及び事業者の具体的な取組については、「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に定めている。
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　狩猟免許の手続、県内狩猟者の登録、傷病野生鳥獣の保護、緑化の推進など
の事務を行っています。
　県内では秩父多摩甲斐国立公園及び１０か所の県立自然公園を指定しており、
中央、西部、東松山、秩父、北部の各環境管理事務所において工作物の新築等
の許可、届出の受理、歩道等の施設の設置・修繕等を行っています。

自然保護関係

　家電製品の省エネルギー情報提供の義務付け等による地球温暖化対策を推進
するため、店舗への立入検査を行うほか、事業者が提出する省エネルギー性能
説明推進者の届出の受理などを行っています。

温暖化対策関係

　西部、東松山、秩父、北部、東部の各環境管理事務所管内で砂利、岩石の採
取が行われており、事業者の登録、採取計画の認可のための指導等を行ってい
ます。
　また、随時、各事業所等への立入検査を実施して、岩石等の崩落などによる
災害の未然防止や無認可、不法採取の監視に努めています。

砂利関係

　ウ　環境保全に関する主な条例、計画等の概要

◆埼玉県環境基本条例
　本県における環境の保全及び創造に関する施策の基本的な方向と枠組みを示すも
のとして、平成７年４月から施行しています。環境への負荷の少ない持続的に発展
することができる社会の構築等を基本理念に、行政、事業者、県民の責務などにつ
いて定めています。
◆埼玉県生活環境保全条例
　大気汚染や水質汚濁など工場等を排出源とする産業型公害＊の規制措置のほか、
自動車交通公害などの都市・生活型公害＊対策や増大する廃棄物の処理対策、化学
物質の適正管理対策に関する必要な事項を定めています。平成１３年７月に従来の公
害防止条例（昭和３７年６月制定）を全部改正し、平成１４年４月から施行しています。
◆埼玉県環境影響評価条例
　環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、あらかじめその事業
の実施による影響について調査・予測を行い、環境保全のための措置を検討する手
続を定めています。平成７年１２月から施行しています。
◆埼玉県地球温暖化対策推進条例
　県、事業者、県民、環境保全活動団体等の責務を規定し、県民総ぐるみでの取組
により、地球温暖化対策を推進するための幅広い対策を定めています。平成２１年４
月から施行しています。
◆埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例
　盛土規制法及び資源有効利用促進法政省令の改正を受け、「埼玉県土砂の排出、

たい積等の規制に関する条例」について、土砂の排出及び堆積に関する規定を削除、
土砂の堆積による土壌の汚染を防止することを目的とした改正を行い、令和７年７
月から施行しています。
◆埼玉県ごみの散乱防止に関する条例
　県土の環境美化を推進し、快適な生活環境の確保を図るために、ごみの散乱防止
に関し必要な事項を定めています。平成１３年４月から施行しています。
◆ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例
　緑の保全と創出を一層推進するため、市民団体等との協働による緑地の保全や、
１，０００㎡以上の敷地における特定の建築行為に際して緑化計画の届出を行うことを
定めています。平成１７年３月にふるさと埼玉の緑を守る条例（昭和５４年３月制定）
を一部改正し、平成１７年１０月から施行しています。
◆埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例
　希少な野生動植物を絶滅から守り、県民共通の財産として次代に継承するため、
希少野生動植物の種の保護に必要な事項を定めています。平成１２年１２月から全部施
行しています。
♦埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
　製品等として使用した後に再資源化のために取引される金属及びプラスチックの
保管及び破砕等について必要な規制を行うことにより、県民の生活の安全の確保及
び生活環境の保全を図ることを目的として、令和７年１月から施行しています。

環境保全に関する主な条例

公害
ハイライト表示
環境基本法では「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」とされている。この「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産、動植物とその生育環境が含まれる。

都市・生活型公害
ハイライト表示
大都市地域を中心とする自動車などからの排出ガスによる大気汚染、生活排水による河川の汚濁、近隣騒音等の公害のこと。
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●埼玉県環境基本計画
　「埼玉県環境基本条例」の基本理念の実現を図るための総合的な計画で、２１世紀
半ばを展望した長期的な目標と目標達成のための施策の方向を示すとともに、施策、
取組、施策指標を掲げています。第５次計画を令和４年３月に策定し、施策の進捗
状況等を踏まえ、計画の実効性を担保するため、令和７年３月に改正しました。
●埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）（区域施策編）
　令和１２年度の温室効果ガス＊削減目標、目指すべき将来像（カーボンニュートラ
ル＊が実現し、気候変動に適応した持続可能な埼玉）や取り組むべき地球温暖化対
策（緩和策、適応策＊）を示しています。令和２年３月に策定し、その後の地球温
暖化対策を巡る社会情勢の変化を踏まえ、令和５年３月に改正しました。
●第３期埼玉県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
　県庁の事務事業から排出される温室効果ガスの令和１２年度の削減目標や削減に向
けた取組事項を示しています。令和３年３月に策定し、令和４年３月に改正しました。
●埼玉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画
　「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削
減等に関する特別措置法」（自動車NOx・PM法）の規定に基づき令和６年３月に策
定しました。

●化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画
　国が策定した「化学的酸素要求量＊、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減
基本方針」を受けて、東京湾に流入する汚濁負荷量＊の総量を削減する目的で、第
９次総量削減計画を令和４年１０月に策定しました。
●埼玉県廃棄物処理基本計画
　県内で発生する廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、適正処理を推進し、廃棄
物を取り巻く諸情勢の変化や新たな課題への対応を図るための具体的な施策を取り
まとめたものです。第９次計画を令和３年３月に策定しました。
●埼玉県生物多様性保全戦略（２０２４（令和６）年度～２０３１（令和１３）年度）
　本県の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な
計画であり、目指す将来像とそれを実現するための県の主な取組について取りまと
めたものです。令和６年３月に策定しました。
●埼玉県広域緑地計画
　緑の将来像を「多様で豊かな緑と共生する「埼玉」」とし、ふるさと埼玉を象徴
する緑を守り、新たな緑を育てていくことにより、緑豊かな埼玉を形成していくた
めに、第３次計画を令和４年３月に策定しました。

環境保全に関する主な計画

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

カーボンニュートラル（CN）
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量を均衡させる（実質的な排出量をゼロにする）こと。

適応策
ハイライト表示
気候変動の影響による被害の回避・軽減対策のこと。温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と併せて地球温暖化対策の両輪である。適応策を推進するために制定された気候変動適応法（平成30年12月施行）では、地方自治体に対して地域気候変動適応計画の策定及び地域気候変動適応センターの設置を求めている。

化学的酸素要求量（COD）
ハイライト表示
生活環境項目の一つであり、水の中に含まれる有機物及び被酸化性の無機物（硫化物、第一鉄、アンモニアなど）が酸化剤によって化学的に酸化されるときに消費される酸素の量をいう。単位は㎎/Lで表示され、数値が大きいほど汚濁の程度が高い。生物化学的酸素要求量（BOD）とともに水の汚濁を示す指標である。

汚濁負荷量
ハイライト表示
工場・事業場、各家庭等からの排水に含まれる水質を汚濁する物質量のこと。主として化学的酸素要求量（COD）、窒素（N）、りん（P）の1日当たりの総量で表される。これは都市下水や工場排水などの汚濁源から河川等へ排出される排水量とその汚濁物質の濃度をかけ合わせて算出される。湖や内湾などでは汚濁物質が蓄積しやすいため、流入する河川の汚濁の濃度ばかりでなく、汚濁物質の総量も問題となり、この汚濁負荷量の削減が重要となる。
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（２）市町村の環境基本計画策定状況及び環境保全に係る条例の制定状況� （令和７年９月１日現在）

市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

さいたま市 さいたま市環境基本条例 H１３．５．１ さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H１３．５．１ さいたま市みどりの条例 H１３．５．１
さいたま市環境基本計画
第２次さいたま市環境基本計画

H１６．１
R３．３

さいたま市空き地の環境保全に関する条例
さいたま市環境影響評価条例

H１３．５．１
H１５．３．１４

さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例 H１９．３．１５
さいたま市生活環境の保全に関する条例 H２０．１０．１７
さいたま市水質汚濁防止法に規定する特定事業場に係る排出水の
汚染状態の測定の回数を定める条例

H２３．１２．２７

さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 H２７．３．１２
さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例 R５．１２．２８

川越市 川越市良好な環境の保全に関する
基本条例

H１８．９．２５ 川越市あき地の環境保全に関する条例 S４４．１１．１ 川越市緑の基金条例 H２．３．２６
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H７．６．２７

川越市環境基本計画 Ｈ１０．３ 川越市路上喫煙の防止に関する条例 H１８．１２．２２ 川越市地区計画区域内における建
築物の緑化率の最低限度に関する
条例

H２１．３．２５
第三次川越市環境基本計画
※川越市緑の基本計画（平成２８年
３月改定版）と合冊

Ｈ２８．３ 川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例
川越市地球温暖化対策条例
川越市廃棄物処理施設専門委員会条例

H１９．３．２０
H１９．１２．１９
H２６．６．２５

熊谷市 熊谷市環境基本条例 H１７．１０．１ 熊谷市ダイオキシン類排出抑制条例 H１７．１０．１ 熊谷市みどりの基金条例 H１７．１０．１
熊谷市環境基本計画
第２次熊谷市環境基本計画

Ｈ２０．３
R６．３改訂

熊谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H１７．１０．１ 熊谷市ホタルの保護に関する条例 H１８．１２．２７
熊谷市廃棄物焼却施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関す
る条例

H１７．１０．１

熊谷市あき地の環境保全に関する条例 H１７．１０．１
熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例 H１８．６．２７
熊谷市土砂等の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例 H１９．３．２３
熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 R４．１２．２１

川口市 川口市環境基本条例 H１０．９．２８ 川口市あき地の環境保全に関する条例 S４３．１２．２６ 川口市環境みどり基金条例 S６０．３．６
川口市環境基本計画 Ｈ１３．３ 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H７．３．１６ 川口市緑のまちづくり推進条例 H１１．１２．２１
第３次川口市環境基本計画 Ｈ３０．３ 川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例 H１１．９．３０

川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 H２９．１２．２６
行田市 行田市環境基本条例 H１４．３．２９ 行田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４７．３．３０

行田市環境基本計画
第３次行田市環境基本計画

H１６．３
R７．３

行田市あき地の環境保全に関する条例
行田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

S４７．９．２７
H１４．９．３０

行田市産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に
関する条例

H２０．７．１

行田市路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例 H２１．３．３１
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

秩父市 秩父市環境基本条例 H１８．３．２４ 秩父市環境保全条例 H１７．４．１
ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）
第２次ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）

H２４．１２ 秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H１７．４．１
秩父市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に
関する条例

H１８．３．２４

R４．１２
秩父市土砂等の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例

秩父市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

H１８．９．２６

R５．６．２２

所沢市 所沢市環境基本条例 H９．４．１ 所沢市あき地の雑草除去に関する条例 S４４．１０．１ 所沢市緑の基金条例 S６１．６．２１
所沢市マチごとエコタウン推進基
金条例
所沢市脱炭素社会を実現するため
の条例

H２６．９．３０

R５．３

所沢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H７．１２．２８ ふるさと所沢のみどりを守り育て
る条例

H２３．９．３０

所沢市環境基本計画 H１１．３ ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例 H９．４．１
所沢市マチごとエコタウン推進計
画（第３期所沢市環境基本計画）
中間改定

R６．３ 所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例 H１１．３．２６
所沢市土砂の堆積の規制に関する条例 H１５．７．１
所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例 H１８．３．２７

飯能市 飯能市環境基本条例 H２０．６．２６ 飯能市環境保全条例 H８．３．２９
飯能市環境基本計画 H１５．３ 飯能市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H１４．９．３０
第３次飯能市環境基本計画 R５．３ 飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例 R4．12．20

加須市 加須市環境基本条例 H２２．３．２３ 加須市環境保全条例 H２２．３．２３ 加須市水と緑と文化のまちづくり
基金条例

H２７．３．１６
加須市環境基本計画 H２４．３ 加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H２２．３．２３
第２次加須市環境基本計画 R３．３

本庄市 本庄市環境基本条例 H１８．１．１０ 本庄市環境保全条例 H１８．１．１０ 本庄市自然環境等と再生可能エネ
ルギー発電事業との調和に関する
条例

R６．３．２９
本庄市環境基本計画
本庄市環境基本計画（中間見直し）

H２０．３
R５．３

本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例 H１９．１２．２８

東松山市 東松山市美しく住みよい環境づく
り基本条例

H８．１２．１８ 東松山市空き地の環境保全に関する条例 S４８．３．２４
東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５２．４．１

東松山市環境基本計画 H１１．３．３１ 東松山市土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関す
る条例
東松山のまちをみんなで美しくする条例
東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

H１５．６．３０
第３次東松山市環境基本計画 R３．４．１改定

H２４．１２．２０
R５．３．２３

春日部市 春日部市環境基本条例 H１９．３．２０ 春日部市あき地の環境保全に関する条例 H１７．１０．１ 春日部市緑の保全と緑化の推進に
関する条例

H１７．１０．１
春日部市環境基本計画 H２０．３ 春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H１７．１０．１
第２次春日部市環境基本計画 R５．３見直し 春日部市環境にやさしいまちづくり基金条例 H２６．３．１３
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

狭山市 狭山市環境基本条例 H９．９．３０ 狭山市あき地の環境保全に関する条例 S４４．１２．２７ 狭山市緑化推進及び緑地保全に関
する条例

S４７．９．２９
狭山市環境基本計画 H１０．３ 狭山市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H７．１２．２６
第３次狭山市環境基本計画 R４．３ 狭山市ダイオキシン類の排出の抑制に関する条例 H１０．１２．２８

狭山市ポイ捨ての防止に関する条例 H１１．７．１
狭山市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H１４．３．２８
狭山市廃棄物焼却炉の設置等の手続きに関する条例 H１６．６．２２

羽生市 羽生市環境基本条例 H１３．３．３０ 羽生市空地の環境保全に関する条例 S５６．１０．１
羽生市環境基本計画 H１５．３ 羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例 H５．６．２５
第３次羽生市環境基本計画 R３．３ 羽生市空き缶等の散乱の防止に関する条例 H７．３．３０

羽生市飼い犬ふん害等防止条例 H７．３．３０
鴻巣市 鴻巣市環境基本条例 H１２．６．３０ 鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４７．４．３ 鴻巣市緑化推進条例 S５３．３．３０

鴻巣市環境基本計画 H１５．３ 鴻巣市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て並びに犬のふんの放置の
防止に関する条例

H１９．１０．１ 鴻巣市あき地の環境保全に関する
条例

S４５．４．２０
H３０．３改定

深谷市 深谷市環境基本条例 H１８．１．１ 深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例 H１８．１．１
深谷市環境基本計画 H２０．３ 深谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H１８．１．１

R５．３改定 深谷市くらしの環境美化条例 H１８．１．１
上尾市 上尾市環境基本条例 H９．９．３０ 上尾市あき地の環境保全に関する条例 S５２．１２．２６ 上尾市自然環境保全と緑化推進に

関する条例
S４８．１２．２５

上尾市環境基本計画 H１０．３ 上尾市環境審議会条例 H６．６．２３
第３次上尾市環境基本計画 R６．３一部改定 上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H７．９．２９ 上尾市みどりの基金条例 H２．３．２９

上尾市ポイ捨て等の防止及び環境美化の促進に関する条例 H１１．３．３０ 上尾市自然学習館条例 H１１．９．３０
草加市 草加市環境基本条例 H１２．３．２８ 草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 S４７．９．３０ 草加市みどりの条例 S６２．３．２４

草加市環境基本計画 H１２．３ 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 H１６．９．１７ 草加市地区計画区域内における建
築物の緑化率の最低限度に関する
条例

H３１．３．１９
第二次草加市環境基本計画 R６．３改定 草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例 H１８．３．２４

越谷市 越谷市環境条例 H１２．３．３１ 空閑地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例 S４４．３．３１ 越谷市みどりの推進に関する条例 S４８．７．１
越谷市環境管理計画 S５８．３ 越谷市浄化槽の維持管理に関する条例 S５１．３．３０

R５．２改定 越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H５．３．２４
越谷市まちをきれいにする条例 H１２．３．３１
越谷市浄化槽保守点検業者登録条例 H２６．１２．２２
越谷市土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する条例 H２６．１２．２２
越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 H２６．１２．２２
越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例 R６．３．２１

蕨市 蕨市環境基本条例 H１３．３．３０ 蕨市さわやか環境条例 H１０．６．２３
蕨市環境基本計画 H１５．３

R５．３改定
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

戸田市 戸田市環境基本条例 H１２．３．２８ 戸田市あき地の環境保全に関する条例 S４９．１２．１９ 戸田市緑化推進条例 S４９．７．１
戸田市環境基本計画 H１４．３ 戸田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H１２．３．２８
戸田市環境基本計画２０２１ R３．３ 戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例 H１９．１２．１７
戸田市環境基本計画２０２１改定版 R６．３ 戸田市地球温暖化対策条例 H２１．１２．２１

入間市 入間市環境基本条例 H１０．９．３０ 入間市空閑地の環境保全に関する条例 S４５．３．２８ 入間市樹林等の保護及び緑化の推
進に関する条例

S６０．１２．２５
入間市環境基本計画 H１２．３．２１ 入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H８．３．２６
第三次入間市環境基本計画（改定
版）

R７．３ 入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H１４．６．２８ 入間市緑の基金条例 H１．６．３０
入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関す
る条例
入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

H１６．６．２９

R４．１２．２８

入間市森林環境基金条例 R１．９．２７

朝霞市 朝霞市住み良い環境づくり基本条
例

H８．９．３０ 朝霞市あき地の環境保全に関する条例 S４４．１２．２５ 朝霞市緑化推進条例 S６４．１．６
朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 H１０．１２．２４ 朝霞市みどりのまちづくり基金条

例
H１４．３．２２

朝霞市環境基本計画 H１４．３ 朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 H１２．３．２１
第３次朝霞市環境基本計画 R４．３ 朝霞市景観条例 H２７．３．２７

朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例 R２．３．２７
志木市 志木市環境基本条例 H１５．１２．２４ 志木市あき地の環境保全に関する条例 S４５．９．２１ 志木市みどりの条例 S５１．３．２３

志木市環境基本計画 H１１．３ 志木市廃棄物の減量化、再生利用及び適正処理等に関する条例 H１１．３．３ 志木市自然再生条例 H１３．１０．１
第三期志木市環境基本計画 H３１．３ 志木市ポイ捨て防止に関する条例 H１１．１２．２２

和光市 和光市環境基本条例 H１５．３．２５ 和光市あき地の環境保全に関する条例 S４８．６．３０ 和光市緑の保護および緑化推進に
関する条例

S４９．３．２５
和光市環境基本計画 H１５．５ 和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H１０．１２．２４
第３次和光市環境基本計画 R３．３ 和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関す

る条例
和光市土砂等のたい積の規制に関する条例

H１３．１２．２７

H１８．６．１５
新座市 新座市環境基本条例 H９．１２．２５ 新座市あき地の環境保全に関する条例 S４６．１２．２３ 新座市みどりのまちづくり条例

新座グリーンスマイル基金条例
H３．３．２９

新座市環境基本計画 H１２．３．３１ 新座市飼い犬ふん害等防止条例 H８．３．２９ H３０．３．２６
第３次新座市環境基本計画 R５．３．７ 新座市ダイオキシン類規制条例 H１１．３．２９

新座市ポイ捨ての防止に関する条例 H１３．３．３０
新座市土砂等のたい積の規制に関する条例 H１５．３．３１
新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H１５．９．３０

桶川市 桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４７．６．２２ 桶川市みどりの保全及び推進に関
する条例

H４．３．３１

桶川市環境基本計画 H１２．３ 桶川市あき地の環境保全に関する条例 S４７．９．２６ 桶川市みどりの基金条例 H６．３．２９
H２４．３改定 桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例 H１６．６．１８

第二次桶川市環境基本計画 R７．３ 桶川市環境美化に関する条例 H２５．１２．２７
桶川市みどりのまちづくり基本計
画

H１６．３

第二次桶川市みどりのまちづくり
基本計画

R７．３
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

久喜市 久喜市環境基本条例 H２４．１０．１ 久喜市空き地の環境保全に関する条例 H２２．３．２３ 久喜市街路樹等の管理及び選定に
関する条例

H２２．３．２３
久喜市環境基本計画 H２５．３ 久喜市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H２２．３．２３
第２次久喜市環境基本計画 R５．３ 久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関す

る条例
H２２．３．２３ 久喜市自然環境の保全に関する条

例
H２２．３．２３

久喜市路上喫煙の防止に関する条例 H２３．１０．５
北本市 北本市環境基本条例 H１０．６．２６ 北本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４７．６．２３ 北本市緑と花のまちづくり基金の

設置、管理及び処分に関する条例
S６１．３．２５

北本市環境基本計画 H１２．３ 北本市空き地環境保全に関する条例 S４９．６．２０
第二次北本市環境基本計画 H２９．３ 北本市土砂等のたい積の規制に関する条例 H１７．６．３０

八潮市 八潮市環境基本条例 H１９．１２．１９ あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例 S４５．３．１４ 八潮市緑の基金条例 H２１．３．２３
八潮市環境基本計画 H２１．４．１ 八潮市公害防止条例 S４９．１２．２４
第２次八潮市環境基本計画 H２８．４ 八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H５．６．１７

八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関す
る条例

H１６．９．２８

八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 H２３．６．２１
富士見市 富士見市環境基本条例 H１３．１２．１５ 富士見市あき地等環境保全条例 S４９．１２．２６ みどりの保護及び緑化の推進に関

する条例
富士見市緑地保全基金条例

S５６．１０．８

H１３．３．１４
富士見市環境基本計画
第３次富士見市環境基本計画

H１５．３
R５．３

富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例
富士見市をきれいにする条例

H１８．３．２７
H１９．６．２５

三郷市 三郷市環境基本条例 H１３．６．１５ 三郷市公害防止条例 S５０．６．１８ 三郷市みどりの条例 S６３．３．１６
三郷市環境基本計画 H１８．３ 三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例 H９．３．２１ 三郷市みどりの基金条例 H４．３．２１
第２次三郷市環境基本計画 R３．３ 三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関

する条例
H２１．３．２３

三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例 H２６．３．２４
蓮田市 蓮田市環境基本条例 H１３．３．２７ 蓮田市空閑地の環境保全に関する条例 S４６．２．１５

蓮田市環境基本計画 H１５．３ 蓮田市環境保全条例 H１４．９．３０
蓮田市第２次環境基本計画 R４．３

坂戸市 坂戸市環境基本条例 H１４．３．２７ 坂戸市環境保全条例 H９．１２．１８
坂戸市環境基本計画 H１５．１２ 坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H１３．３．３０
第３次坂戸市環境基本計画 R６．３ 坂戸市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 R７．３．２４

幸手市 幸手市環境基本条例 H１７．１２．２７ 幸手市あき地の環境保全に関する条例 S５１．１０．１３
幸手市環境基本計画 H１６．１２ 幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H６．３．２８
第２次幸手市環境基本計画 R７．７ 幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例 H１６．３．２２

幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に
関する条例

H２１．１２．１８

鶴ヶ島市 美しく住みよい鶴ヶ島市の環境づ
くりの基本を定める条例

H１１．１２．２２ 鶴ヶ島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５０．３．２２ 鶴ヶ島市水土里の基金条例 H２１．３．２６

鶴ヶ島市環境基本計画 H１５．１ 鶴ヶ島市の環境を保全する条例 H１１．１２．２２
第３期鶴ヶ島市環境基本計画 R５．３
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

日高市 日高市環境基本条例 H２２．３．２６ 日高市あき地の環境保全に関する条例 S４８．３．２７ 日高市緑の基金条例 H４．３．１９
日高市環境基本計画 H２３．３ 日高市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４８．１０．２５
第2次日高市環境基本計画 R３．３ 日高市環境保全条例 H９．９．３０

日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 R１．８．２２
吉川市 吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H５．３．３１ 吉川市みどりの条例 H４．３．２４

吉川市環境保全指針 H１２．３．９策定 吉川市環境保全条例 H１０．３．２３
R３．３．３０改定

ふじみ野市 ふじみ野市環境基本条例 H１９．３．２２ ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例 H１７．１０．１ ふじみ野市みどりの条例 H１７．１０．１
第１期ふじみ野市環境基本計画前
期行動計画
第２期ふじみ野市環境基本計画後
期行動計画

H２０．３

R５．３

ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例

H２０．１２．１９
H２３．３．２３

ふじみ野市緑の基金条例 H２２．３．２３

白岡市 白岡市環境基本条例 H２２．９．２９ 白岡市空き地の環境保全に関する条例 H３０．１２．２１
白岡市環境基本計画 H２３．３
第2次白岡市環境基本計画 R３．３

伊奈町 伊奈町環境基本条例 H１２．１２．２７ あき地の環境保全に関する条例 S４７．１．１０ 伊奈町緑の保全及び緑化の推進に
関する条例

H１１．３．３１
伊奈町環境基本計画 H１５．３ 伊奈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４９．１２．２３
第３次伊奈町環境基本計画 R７．３

三芳町 三芳町環境基本条例 R７．３ 三芳町環境衛生対策審議会条例 H３．３．１２ 三芳町みどりの保護育成及び活用
に関する条例

H２．３．２０
三芳町環境基本計画 H１５．３ 三芳町ダイオキシン類等排出抑制に関する条例 H１１．３．１８

R６．３ 三芳町廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H２４．９．２７
三芳町をきれいにする条例 H２８．７．１

毛呂山町 毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５０．１０．１
毛呂山町環境保全条例 H８．４．２
毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例
毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

H１９．１２．１２
R５．３．１６

越生町 越生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５０．１２．１９
越生町環境保全条例 H１６．６．１０
越生町土砂のたい積の規制に関する条例 H１６．６．１０
越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 R４．３．１

滑川町 滑川町環境基本条例 H３０．１０．１０ 滑川町公災害防止条例 S４４．９．３０
滑川町環境基本計画 H３１．３ 滑川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５１．６．１１

滑川町の環境をよくする条例 H１５．３．７
滑川町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例 R４．３．２３
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

嵐山町 嵐山町環境基本条例 H２３．６．１０ 嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４８．３．３０ 嵐山町の緑を豊かにする条例 H２．６．２５
第２次嵐山町環境基本計画兼嵐山
町地球温暖化対策実行計画（区域
施策編）

R６．３ 嵐山町環境保全条例 H７．３．１７ 嵐山町里地里山づくり条例 H１９．３．５
嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H１８．３．９
嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例 H２９．９．２８
嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例 R３．９．１７

小川町 小川町環境保全条例 H１６．１２．１７ 小川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S４７．６．２３
小川町環境基本計画 H１４．１０ 小川町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例 R４．３．７
第２次小川町環境基本計画 R４．３改定

川島町 川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
川島町廃棄物処理施設設置及び管理条例
川島町産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例
川島町環境保全条例
川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

S５４．１０．１
H１０．３．２３
H１８．３．２２
H２５．３．２９
R２．９．１８

川島町環境保全条例 H２５．３．２９
川島町環境基本計画

川島町一般廃棄物処理基本計画

H２７．３
R３．３改定
H２７．３
R３．３改定

吉見町 吉見町環境基本条例 H２３．３．４ 吉見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５２．４．１
吉見町環境基本計画 H２３．３．４ 吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H６．３．１０
第二次吉見町環境基本計画 R５．３．１ 吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例 R３．３．１５

鳩山町 鳩山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５０．３．２２
鳩山町環境保全条例 H５．１２．１５
鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例 H１５．１２．１８
鳩山町自然環境と景観の保全に配慮した太陽光発電設備の適正な
設置及び管理に関する条例

R４．４．１

ときがわ町 ときがわ町環境基本条例 H１９．３．１５ ときがわ町環境保全条例 H１８．２．１
ときがわ町環境基本計画 H２０．３ ときがわ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H１８．２．１
第二次ときがわ町環境基本計画　
一部見直し

R５．３ ときがわ町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例 R４．３．９

横瀬町 横瀬町環境基本条例 H２２．１２．１０ 横瀬町土砂等の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例 H１９．９．１１ 横瀬町みどりの基金条例 H２０．１２．１１
ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）
第２次ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）

H２４．１２

R４．１２
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

皆野町 皆野町環境基本条例 H２２．１２．２１ 皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 R６．１２．２０
ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）
第２次ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）

H２４．１２

R４．１２

長瀞町 長瀞町環境基本条例 H２２．１２．２０ 長瀞町環境美化の促進に関する条例 S５９．７．１
ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）
第２次ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）

H２４．１２

R４．１２

小鹿野町 小鹿野町環境保全条例 H１７．１０．１ 小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H１７．１０．１
ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）
第２次ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町）

H２４．１２ 小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例 H１７．１０．１

R４．１２

東秩父村 東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５７．９．２９

美里町 美里町環境基本条例 H１２．１２．２１ 美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H１１．３．２４
美里町環境基本計画 H１４．８

R４．４改訂
美里町廃棄物の処理および再利用に関する条例（旧：美里町廃棄
物の処理および清掃に関する条例）
美里町土砂のたい積の規制に関する条例

R５．７．１

H１６．３．２４
美里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例 H１７．３．２４
美里町環境保全条例 H２２．９．２２
美里町再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業の適
正管理に関する条例

R６．３．２１
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（３）埼玉県環境影響評価条例に基づく対象事業件数 （Ｒ７．３．３１現在）

事業の種類 道路 工場 廃棄物
処理施設 高層建築物 工業団地

の造成
研究所用地
の造成

流通業務
施設用地
の造成

スポーツ又は
レクリエーション
施設用地の造成

複合事業 土地区画
整理事業 計

手続中 １０ １ １ １２ ２４
手続完了 ２ ３ １ ２ １ ２ ３ １４
手続中止＊２２ ２ ２ ２ １ ２ １ １０
合計件数 ２ ４ １５ ２ ４ １ １ １ ３ １５ ４８
　＊２２　事業規模縮小のため条例対象外など

市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

神川町 神川町環境基本条例 H１８．１．１ 神川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H１８．１．１
神川町環境基本計画 H１９．１．１７ 神川町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防等に関する条例 H１８．１．１

R３．３ 神川町土砂のたい積の規制に関する条例 H２７．６．１８
上里町 上里町環境基本条例 H１２．９．１３ 上里町環境審議会条例 S４６．７．２３

上里町環境基本計画 H１５．３．３１ 上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H１１．１２．１０
第２次上里町環境基本計画
（中間見直し）（上里町地球温暖化
対策実行計画（区域施策編）・上
里町地域気候変動適応計画を包括）

R４．３ 上里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例 H１５．１．２２

寄居町 寄居町環境基本条例 H１４．１２．２４ 寄居町廃棄物の減量及び処理に関する条例 H１０．６．２６
寄居町環境基本計画 H１７．３ 寄居町廃棄物処理施設の適正化に関する条例 H１４．１２．２４
第２次寄居町環境基本計画改定版 R５．３ 寄居町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 R３．１０．８
寄居町地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）改定版

R６．３ 寄居町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例 R５．１０．１

寄居町地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

R７．３

宮代町 宮代町あき地環境保全条例 S６２．３．１８
宮代町環境基本計画 H１３．３ 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例 H１５．３．２７

宮代町きれいなまちづくり条例
宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例

H１８．６．１２
R５．１２．１５

杉戸町 杉戸町環境基本条例 H１５．３．２８ 杉戸町あき地の環境保全に関する条例 S４６．１２．２０
杉戸町環境基本計画 H１５．３ 杉戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S５０．１０．１
第２次杉戸町環境基本計画 R５．３ 杉戸町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H１３．１２．２１

松伏町 松伏町環境保全条例 H１２．３．１５
松伏町廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H５．３．１０


